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大和高田市立病院院内洗濯業務委託契約書（案） 

 

大和高田市（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、この契

約書に基づき、日本国の法令を遵守し、次のとおり契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条 甲は別紙仕様書に掲げる業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

（業務の遂行） 

第２条 乙は、甲からの委託業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、この契約書の

記載内容に従い、誠実かつ円滑に遂行しなければならない。 

２ 前項のほか、乙は、業務の実施方法についても、甲の指示に従わなければならない。 

（委託料） 

第３条 委託料は、月額        円（消費税相当額別途支払）とする。 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、免除する。 

（消費税等） 

第５条 消費税等（消費税及び地方消費税をいう。）は、消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２

条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出し、消費税等の算出に際して１円未満の

端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

２ 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担

保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

 （再委託） 

第７条 乙は、契約履行についてその業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。 

２ 乙が契約履行についてその業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる必要がある

場合、あらかじめ、その者の商号、名称又はその他必要な事項を甲に通知し、甲の書面に

よる承諾を得なければならない。 

（委託業務の公共性の認識等） 

第８条 乙は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管

理者の注意をもって、委託業務を行わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第９条 乙及び乙の従事者は、この契約に関し業務上知り得た事項を他に漏らしてはならな

い。 
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２ 前項の規定は、業務を離れた状況及びこの契約が終了した後においても同様とする。 

（個人情報保護） 

第１０条 乙は、この契約の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）及び大和高田市個人情報保護条例（平成１３年条

例第２７号）の趣旨を踏まえ、その漏えい、滅失、棄損等の防止その他個人情報等の保護

に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。 

２ 乙は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な

措置を講じなければならない。 

（統括責任者等） 

第１１条 乙は、業務を実施するに当たって統括責任者を定め、その氏名その他必要な事項

を甲に通知しなければならない。統括責任者を変更したときも、同様とする。 

２ 乙は、業務に従事する者の氏名を甲に書面で届け出なければならない。業務に従事する

者を変更したときも、同様とする。 

３ 統括責任者及び業務従事者は、本契約書及び仕様書に記載する責務及び業務内容を誠実

に履行しなければならない。 

 （統括責任者等に対する措置請求） 

第１２条 甲は、統括責任者又は業務に従事する者若しくは第７条第２項の規定により乙か

ら業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認めら

れるときは、乙に対して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

（臨機の措置） 

第１３条 乙は、業務の履行に当たって緊急の措置を要すると認めたときは、所要の措置を

採らなければならない。この場合においては、乙は、その採った措置について遅滞なく甲

に通知しなければならない。 

２ 甲は、業務の履行に当たって緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の措置

を採ることを求めることができる。 

 （業務の報告） 

第１４条 乙は、必要に応じて業務の履行状況について甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、契約に定められたとおりに業務が履行できなかったときは、遅滞なく甲に報告し

なければならない。 

 （業務の調査等） 

第１５条 甲は、委託業務の処理状況について、必要と認めるときは、乙に対して調査し、

報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。 

 （損害賠償） 

第１６条 甲と乙とは、いずれかの責めに帰すべき事由により、委託業務の処理に関し他方

の当事者に損害を与えたときは、当該他方の当事者に対し、その損害を賠償しなければな

らない。ただし、その損害額については、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 委託業務に伴い乙の責に帰すべき事由により乙が第三者に与えた損害に対し、乙は損害

賠償の責任を負うものとする。 
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 （委託料の支払） 

第１７条 乙は、毎月の委託料を書面により甲に請求し、甲は、請求を受けた日から３０日

以内に口座振込の方法により乙に支払う。 

（遅延利息） 

第１８条 甲の責めに帰すべき理由により、前条の支払期限までに代金を支払わないときは、

甲は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を

乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 

（甲の契約解除権） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

 (１) 乙が正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (２) 乙がその責めに帰すべき事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契

約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

 (３) 乙が契約の履行に関し不正の行為をしたと認められるとき。 

 (４) 契約締結後、乙がこの院内洗濯業務委託事業者選定のための入札その他の行為にお

いて、不正をしたと認められるとき。 

 (５) 前各号に掲げる場合のほか、乙又はその代理人がこの契約に違反し、その違反によ

りこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

 （暴力団関与の場合の解除） 

第２０条 甲及び乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係があることが判明

し、この契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、前項の規定による契約解除をした場合において、相手方に損害が生じても

その責めを負わない。 

 （違約金） 

第２１条 甲及び乙が前条の規定により契約を解除したときは、相手方に対し契約金額の１

００分の１０に相当する額を違約金として支払わなければならない。 

 （乙の契約解除権） 

第２２条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面を提出することにより契

約を解除することができる。 

 (１) 契約の内容変更により契約金額が３分の２以上増減したとき。 

 (２) 甲の責めに帰すべき理由により、契約を履行できない状態が相当期間にわたるとき。 

 (３) 甲がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないとき。 

（解約） 

第２３条 甲又は乙は、この契約を中途解約しようとするときは、第１９条、第２０条又は

前条の規定による場合を除き、解約しようとする日の３か月前までに他方当事者に書面に

よって申し出をしなければならない。 
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２ 前項の規定により、この契約が契約期間中に解約となった場合、甲又は乙は、損害を受

けた他方当事者に対して、その損害を賠償しなければならない。この場合において、その

賠償額は甲乙が協議して定めるものとする。 

 （管轄裁判所） 

第２４条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、甲の事務所の所在地

を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

（疑義の解決） 

第２５条 この契約に定める事項その他について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定め

るものとする。 

（補則） 

第２６条 この契約書に定めのない事項については、大和高田市契約規則（平成１１年規則

第９号）及びその他甲が定める関係例規（告示を含む。）に従うものとし、その他は必要

に応じて甲乙協議の上、書面により定めるものとする。 

 

この契約を締結した証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

             甲   奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

                  大和高田市 

                      大和高田市長  堀 内  大 造 

 

 

乙     

 


